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【Ⅱ－３ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進－①】 

① 急性期におけるリハビリテーション、栄養管理

及び口腔管理の取組の推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

急性期医療における ADL が低下しないための取組を推進するとともに、
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図る観点か
ら、土曜日、日曜日及び祝日に行うリハビリテーションを含むリハビリ
テーション、栄養管理及び口腔管理について、新たな評価を行う。 

 
第２ 具体的な内容 
 

入院した患者全員に対し、入院後 48 時間以内に ADL、栄養状態及び口
腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管
理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組を行う体制の確
保に係る評価を新設するとともに、ＡＤＬ維持向上等体制加算を廃止す
る。 

 

 
（新）  リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算（１日につき）   
                             120 点 
 

［対象患者］ 
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基

本料を算定する患者 
 
［算定要件］ 

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者
（急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）
又は専門病院入院基本料（７対１入院基本料又は 10 対１入院基本料
に限る。）を現に算定している患者に限る。）について、リハビリテー
ション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して
14 日を限度として所定点数に加算する。 

 
 
［施設基準］ 
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（１） 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上、及び栄
養管理等に資する十分な体制が整備されていること。 

（２） 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されて
おり、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若し
くは言語聴覚士が一名以上配置されていること。 

（３） 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されているこ
と。 

（４）口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 




